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独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立淡路青少年交流の家 

令和 8 年 5 月 9 日 

令和９年度利用日程調整会のご案内 

平素より当施設をご利用いただきありがとうございます。令和９年度に当施設のご利用を希望される団体を対

象に、利用日程調整会を実施します。 

※「利用日程調整会」とは、令和９年度に当施設にて集団宿泊研修等の利用をご希望される４名以上の団体様（ご家族

での利用は令和９年 11 月のみの期間となります。）を対象に開催する「早期予約」を行う会のことです。ご参加いただ

くと、通常受け入れに先行して、早期に宿泊利用のご予約を行うことができます。なお、「利用日程調整会」は電話に

て行います。 

 

１．「お申し込み」から「ご利用日程確定」までの流れ 

 １貴 団 体 『令和 9 年度利用日程調整会参加申込フォーム』より令和９年度利用日程調整会に申し込む 

２当 施 設 申込団体を以下のグループに分け、各グループ内の調整順を決める抽選を実施(注) 

３当 施 設 調整順位確定後、各団体に調整順位・調整実施日を通知 

４貴団体・当施設 電話による日程調整会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 調整時に希望日程が受け入れ可能であれば、その場で予約確定となりますが、他団体の予約で空きがない 

場合もありますので、複数の日程をご検討ください。 

※ 調整会当日は、利用日程とともに活動場所（グラウンド・体育館・講堂・テニスコート・キャンプファイヤー

場）またはプログラム（カッター研修・野外炊飯）の利用をその場でご予約いただけます。 

※「入所日の午前」「退所日の午後」は日程調整会に限り、以下の条件においてご予約いただけます。 

・各調整会日の全団体への連絡が終了した時点で空きがある場合。 

（他団体において、「入所日の午前」「退所日の午後」以外の日程で予約希望があった場合はそちらの団体が優先となり、

予約不可となります。なお、予約の希望は各団体の調整会にて伺い、予約不可となった場合は各調整会日の全団体への連

絡が終了した後にご連絡いたします。） 

(注)抽選の実施方法 

※第 1グループから区分毎に抽選を実施 
 

【第 1グループ】 

 協定締結団体 

【第 2グループ】  

青少年団体（学校・部活動・子ども会・青少年スポーツ団体・ボーイ/ガールスカウト等） 

＞＞＞ 区分：①２０１名以上 ②４泊以上 ③３泊以下 

【第 3グループ】 

一般団体（企業等） 

1利用日程調整会の申し込み 

申込〆切：5月 31日（日） 

2抽選の実施（抽選順の決定） 

6月 1日（月）～6月 21日（日） 

3調整順位・調整実施日の通知 

6月下旬 

4利用日程調整会 

7・8月のうち、当方が指定した日 
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２．申込方法・期限 

  ＨＰに掲載している『令和 9 年度日程調整会参加申込フォーム』からお申し込みください。 

  令和 9 年度利用日程調整会参加申込フォーム 

申込〆切は 5 月 31 日（日）です。お申し込みの際は、「申し込みにおけるルール・注意」を必ずお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．宿泊可能人数について 

原則、宿泊受入可能人数は 330 名までとしておりますが、一部の日程では異なります。 

詳しくは、「宿泊受入可能人数が 330 名未満となる日程一覧」をご参照ください。 

各月の上段は日付、下段は宿泊可能人数を示しています（※人数が「0」の場合は、利用最終日としての利用は可能です）。 

【宿泊受入可能人数が 330 名未満となる日程一覧】 

令 

和 

９ 

年 

度 

４月 

1 日（木） 

140 名 

2 日（金） 

140 名 

3 日（土） 

140 名 

4 日（日） 

140 名 

5 日（月） 

0 名 

11 日（日） 

0 名 

12 日（月） 

0 名 

13 日（火） 

0 名 

25 日（日） 

0 名 

26 日（月） 

0 名 

27 日（火） 

0 名 

     

5 月 
10 日（月） 

0 名 

24 日（月） 

0 名 

      

6 月 
5 日（土） 

220 名 

7 日（月） 

0 名 

12 日（土） 

220 名 

21 日（月） 

0 名 

    

7 月 
5 日（月） 

0 名 

       

8 月 
18 日（水） 

220 名 

19 日（木） 

220 名 

20 日（金） 

220 名 

21 日（土） 

220 名 

30 日（月） 

0 名 

   

9 月 
12 日（日） 

0 名 

13 日（月） 

0 名 

14 日（火） 

0 名 

18 日（土） 

220 名 

19 日（日） 

220 名 

27 日（月） 

0 名 

  

10 月 
2（土） 

240 名 

9 日（土） 

220 名 

10 日（日） 

220 名 

16 日（土） 

240 名 

23 日（土） 

240 名 

25 日（月） 

0 名 

26 日（火） 

0 名 

30 日（土） 

240 名 

11 月 

1 日（月） 

240 名 

2 日（火） 

240 名 

3 日（水） 

240 名 

4 日（木） 

240 名 

5 日（金） 

240 名 

6 日（土） 

150 名 

7 日（日） 

240 名 

8 日（月） 

0 名 

9 日（火） 

240 名 

10 日（水） 

240 名 

11 日（木） 

240 名 

12 日（金） 

240 名 

13 日（土） 

240 名 

14 日（日） 

240 名 

15 日（月） 

240 名 

16 日（火） 

240 名 

17 日（水） 

240 名 

18 日（木） 

240 名 

19 日（金） 

240 名 

20 日（土） 

240 名 

21 日（日） 

240 名 

22 日（月） 

0 名 

23 日（火） 

240 名 

24 日（水） 

240 名 

25 日（木） 

240 名 

26 日（金） 

240 名 

27 日（土） 

240 名 

28 日（日） 

240 名 

29 日（月） 

240 名 

30 日（火） 

240 名 

  

※一覧の他、以下日程については、長期休館期間として宿泊不可 

 長期休館期間：令和 9 年 12 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日（令和 9 年 12 月 1 日を退所日とすることは可能です。） 

＜申し込みにおけるルール・注意＞ 

〇 宿泊受入可能人数は 330 名までとしております。（331 名以上でご利用の場合、ご相談ください。） 

〇 250 名以上の団体または 2 団体以上の予約がある日程については、1～4 名定員の宿泊室で構成された宿泊棟 C・D 棟の配

室となる可能性があります。 

〇 複数回の利用を検討されている場合、利用日程調整会において１つの団体が令和 9 年度内に利用確定できる回数は、「期間

の重ならない３回」までとなります。お申し込みの際は、１回のご利用毎に令和 9 年度日程調整会参加申込フォームよりお

申し込み願います。 

〇 同一期間に受け入れられる学校数は、3 団体までとなります。 

〇 一般団体（企業等）は、施設使用料金に追加で「宿泊フロア料：1,700 円/人」がかかります。 

〇 利用 2 か月前を過ぎてのキャンセル、50 名以上または 3 割以上減数があった場合は次年度の利用をお断りすることがあり

ます。（50 名以上の団体のみ） 

〇 令和 9 年 11 月 1 日から 11 月 30 日の期間は、改修工事のため、宿泊棟 C・D（指導者フロアを含む）はご利用いただけま

せん。（講師棟は通常通り利用可能です） 

https://forms.cloud.microsoft/r/gvPRf2Py2u
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４．よくあるご質問 

Ｑ１ 日程調整会当日、申し込み時と違う希望日程の予約はできますか？ 

   できます。申し込み時にご入力いただく希望日程は、あくまでその時点での希望日になりますので別日をご予約いただくことも可能です。 

複数回の利用を希望されている場合は、抽選順の早い調整日時に、空きのある日程のうち、最も希望されている日程をご予約いただけます。 

Ｑ２ 日程調整会当日、プログラム内容や施設についての相談はできますか？ 

   大変申し訳ございませんが、電話による調整時は時間の都合上、ご利用日及び活動場所等のご予約のみ承ります。 

ご相談がある場合は、別途お電話いただきますようよろしくお願いいたします。 

Ｑ３ 日程調整会当日、電話に出られなかった場合どうなりますか？ 

   大変申し訳ございませんが、次の団体様の調整を優先させていただきます。 

その後、連絡がつながり次第日程の調整をさせていただきます。 

ただし、日程調整会当日にご連絡がつかない場合は、日程調整会最終日の予備日での調整となりますので、予めご了承ください。 

Ｑ4 受入れ可能人数が「０」の日の前日に宿泊できますか？ 

   人数が「0」の場合、退所日としての利用は可能です。 

Ｑ5 協定締結団体とは？ 

    当交流の家と協定を締結している団体のことです。 

    詳しくはこちらをご確認ください。 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 国立淡路青少年交流の家 事業推進係 

        〒６５６－０５４３ 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町７５７－３９ 

        ＴＥＬ ０７９９－５５－２６９５  

ＦＡＸ ０７９９－５５－０４６３ 

        Ｅ-mail awaji-shinsei@niye.go.jp  

https://awaji.niye.go.jp/news/partnership/

